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５ 請求事務等について 

 

 

１ 障害児支援に係る国資料の確認について 

（１）令和 6 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(令和 6 年 2 月 6 日)につ

いて 

下記のアドレスにおいて、令和 6年 2月 6日付の資料が掲載されており

ます。掲載資料について充分に確認をお願いします。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html 

   詳細な取扱いについては、今後国から通知があり次第、ウェルネットな

ごや等にて周知する予定です。 

 

（２）児童福祉法の改正について 

   下記のアドレスにおいて、令和 4 年 6 月に成立した改正児童福祉法につ

いて資料が掲載されております。 

   放課後等デイサービスの対象者の見直し等が予定されておりますので、

ご確認をお願いいたします。 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_r

esources/4b173922-946b-4e5d-8c3a-

fc9551ccc4cb/de87b7f9/20230628_councils_shingikai_shougaiji_shien

_M3J3scNP_01.pdf 

   詳細な取扱いについては、今後国から通知があり次第、ウェルネットな

ごや等にて周知する予定です。 

 

（３）報酬算定構造・サービスコード表等について 

下記のアドレスにおいて、資料が掲載されております。掲載資料のう

ち、「請求書明細書」、「実績記録票」については、日頃の請求業務におい

て重要となるものですので、記載例と合わせて確認をお願いします。 

報酬改定後の 5 月請求は請求エラーが多発します。各事業者におかれ

ては、正しい請求コードで請求を行っているか、十分に確認をお願いしま

す。 

なお、ウェルネットなごやにも改定後の実績記録票を掲載しているの

で確認をお願いします。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174644_0001

8.html 
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（４） 障害者福祉分野のトピックス > 障害児支援施策  

下記のアドレスにおいて、障害児支援に関する様々な資料が掲載され

ております。事業者からお問い合わせいただくことの多くが、記載されて

おりますので、今一度ご確認をお願いします。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html 

 

２ 就学前の障害児支援の無償化について 

（１）概要 

令和元年１０月より、国において、幼児教育・保育の無償化が施行さ

れ、３歳児から５歳児の障害児支援にかかる費用について無償化されて

おります。 

 また、令和４年１０月より、本市独自で、３歳未満児の障害児支援にか

かる費用について、無償化されています。 

   

①対象期間 

  （国）満３歳になった後の最初の４月から小学校入学までの３年間 

  （市）０歳から満３歳に達する日以降最初の３月３１日までの間 

  ②対象となるサービス 

 

（２）各事業者の具体的な事務作業 

    無償化に関する FAQ や請求事務等については、ウェルネットなごやの

下記アドレスに掲載しておりますので、ご確認ください。 

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2019090400018/  

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2022091600035/  

   無償化の対象となる障害児は、受給者証に無償化の開始時期及び終了時期を

記載しております。受給者証に記載されている児童の生年月日を充分に確認し

て、無償化の対象となる児童を把握し、請求エラーとならないよう注意して請求

事務を行ってください。 

 

３ その他（上限管理、過誤調整、同日併給等） 

毎月の給付費請求事務において、以下、再度周知をいたします。 

（１）複数児童に係る上限管理事務について 

複数障害児が１つの事業所のみを利用する場合においても、上限管理事

児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援事業所、 

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 
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業者の登録は必要となりますが、上限管理事業所のみを利用している月は、

上限管理加算は算定できません。上限管理事業者の登録をされていない場

合は、請求エラーとなりますのでご注意ください。 

 

（２）複数児童に係る利用者負担上限額管理結果票の電送対応について 

国保連合会のシステム対応がなされ次第、ウェルネットなごや新着情報

に掲載いたします。当面は、従前どおり、子ども福祉課へ当該管理結果票

を送付してください。 

 

（３）上限管理加算を算定可否について 

    受給者証において、利用者負担上限額管理対象者該当の有無が「該当」

となっている場合でも、当該児童が上限管理事業所しか利用していない月

は、上限管理加算は算定できませんのでご注意ください。負担額が負担上

限月額を実際に超えているか否かは算定の条件ではありません。このよう

なケースにおいて、誤って利用者負担上限額管理加算を算定している場合

は、過誤申立てを行い、正しい内容で再請求してください。 

 

（４）過誤申立書提出期日の前倒しについて 

    平成３０年度からの国保連への過誤データ伝送締切日変更に伴い、郵送

による過誤申立提出日を、「毎月６日必着」（※重要）としています。期限

を厳守でお願い致します。 

 

（５）障害児通所給付費の併給について 

    障害児通所給付費は日額の報酬評価となっております。そのため、同一

日において、児童発達支援や放課後等デイサービスを２回利用することは

できません。あらかじめ、保護者への説明と、適切な利用調整をお願いし

ます。なお、同一日の併給審査を行っておりますが、毎月、一定数の併給

が確認されています。実際の利用日に基づかない報酬請求は架空請求とな

り、処分の対象となりますので十分にご注意ください。 

    なお、保育所等訪問支援については、他の障害児通所支援を同一日に算

定することは可能ですが、保育所等訪問支援を同一日に複数回算定するこ

とはできません。※児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支

援に要する費用の額の算定に関する基準（平成 24 年 3 月 14 日厚生労働省

告示第 122 号総則参照） 
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